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≪冒頭挨拶≫ 

【内閣感染症危機管理統括庁 眞鍋審議官】 

昨年１月、長崎大学のBSL-4施設が、感染症法上の特定一種病原体等所持施設として指定さ

れた。長崎大学におかれては、本格稼働に向けた取組を進められてきたところと承知してい

る。 

また、昨年４月には、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターが統合し、国立健康

危機管理研究機構（JIHS）が設立されたところ。本日はJIHSからもご発表いただく予定であ

り、今後の連携を強化する良い機会としていただきたい。 

感染症研究拠点としてBSL-4施設を整備し活用していくためには、国、自治体、大学、JIHS

などの関係機関が連携・協力して、施設の安全管理や、地域の理解促進、研究人材の確保、

病原体の確保等の諸問題について引き続き検討していくことが必要となるため、本日は、そ

れぞれの立場から忌憚なきご意見をいただきたい。 

 

≪資料説明≫ 

 文部科学省から、資料１に基づき、長崎大学における高度安全実験施設（BSL-4施設）整

備及び運営に関する進捗状況等を説明。 

 長崎大学から、資料２に基づき、高度感染症研究センター実験棟の対応状況を説明。 

 JIHSから、資料３に基づき、JIHS BSL-4施設の現況と取組について説明。 

 

≪意見交換≫ 

【統括庁】 

昨年１月に特定一種病原体等所持施設として指定を受けたが、指定の前後で地域連絡協

議会における変化があればご教示いただきたい。 

【長崎大学】 

地域連絡協議会においては、本格稼働に向けてどのような工程で進んでいくかを丁寧に

説明してきたところ。施設としての指定を受けることについても以前から説明しており、

大きな変化は生じていないと認識している。 

【JIHS】 

行政との連携も非常に重要なものと認識している。首長の交代があった際も長崎県市か

らの支援について変わりなく得られているか。 

【長崎大学】 

先般、長崎県知事の交代があったが、それにより関与が変わるということはない認識で

ある。 
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